
規

則

(

第
七
十
三
号－

第
七
十
七
号)

○
福
岡
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

自
然
環
境
課)

一

○
福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

公
園
街
路
課)

二

○
福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

子
育
て
支
援
課)

一
〇

○
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(
人

事

課)

一
〇

○
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人

事

課)

一
二

企

業

局

○
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程

(

企
業
局
管
理
課)

一
四

選
挙
管
理
委
員
会

○
公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定
の
一
部
改
正(

地

方

課)

一
六

福
岡
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
十
三
号

福
岡
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
公
害
紛
争
処
理
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
四
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
及
び
第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

手
数
料
の
減
免
又
は
そ
の
納
付
の
猶
予)

第
二
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

申
請
人
が
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る

者
の
世
帯
に
属
し
て
い
る
場
合

手
数
料
の
額
の
全
額

二

申
請
人
及
び
こ
れ
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
い
ず
れ
も
所
得
税
法

(

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

三
号)

に
よ
る
前
年
分
の
所
得
税

(

毎
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
る
申
請
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
年
の
前
前
年
分
の
所
得
税)

を
納
付
す
べ
き
義
務
を
有
し
な
い
場
合

手
数
料
の
額
の

二
分
の
一

２

知
事
は
、
条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
の
猶
予
を
す
る
場
合
は
、
手
数
料
を
納
付
す

べ
き
期
限
を
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
手
数
料
を
分
割
し
、
そ
の
分

割
し
た
額
ご
と
に
、
納
付
す
べ
き
期
限
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
期
限
を
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
限

(

同
項
後
段
の

規
定
に
よ
り
手
数
料
を
分
割
し
、
そ
の
分
割
し
た
額
ご
と
に
納
付
す
べ
き
期
限
を
定
め
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
最
終
の
納
付
分
に
係
る
期
限)

が
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
あ
っ
た

日
か
ら
二
年
を
超
え
な
い
よ
う
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
事
は
、
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
の
許
否
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
請

を
し
た
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
す
る
者
は
、
別
記
様
式
に
申
請
人
の
氏
名
及
び

住
所
並
び
に
申
請
の
理
由
を
記
載
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

申
請
人
が
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
者
の
世
帯
に
属
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

旨
二

申
請
人
及
び
こ
れ
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
い
ず
れ
も
所
得
税
法
に
よ
る
前
年
分
の
所
得
税

(

毎
年
一
月
か
ら
四
月
ま
で
の
間
に
な
さ
れ
る
申
請
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
年
の
前
前
年
分
の
所
得
税

…
…
…
…
…

…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
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)

を
納
付
す
べ
き
義
務
を
有
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
人
が
手
数
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
事
情
が

あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

第
四
条
の
見
出
し
中

｢

申
請
手
数
料｣

を

｢

手
数
料｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

第
六
条
第
一
項｣

を

｢

第
七
条
第
一
項｣
に
、

｢

申
請
手
数
料｣

を

｢

手
数
料｣

に
、

｢

は
つ
て｣

を

｢

は
っ
て｣

に
改
め
る

。
別
記
様
式
中

｢申
請
手
数
料
｣

を

｢手
数
料
｣

に
、

｢第
６
条
｣

を

｢第
７
条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
十
四
号

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
五
項
第
一
号
中

｢

こ
と｣

の
下
に

｢
(

自
動
車
の
外
面
を
利
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

広
告
物
の
表
示
面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
限
る
。)

｣

を
加
え
、
同
項
第
二
号

中

｢

と
す
る｣

を

｢

で
あ
る
こ
と

(

自
動
車
の
外
面
を
利
用
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
広
告
物
の
表
示

面
積
の
合
計
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
も
の
に
限
る
。)

｣

に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

業
務
主
任
者
が
在
籍
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

別
表
中

｢広
告
物
の
表
示
面
積
は
､
１
台
に
つ
き
､
側
面
に
あ
っ
て
は
左
右
そ
れ
ぞ
れ
５
平
方
メ
ー
ト
ル

を

以
内
､
後
面
に
あ
っ
て
は
0.5平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
｡

｣

｢１
定
期
路
線
バ
ス
の
外
面
を
利
用
し
､
表
示
す
る
も
の
(２
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
｡
)

は
､
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡

�
表
示
は
､
窓
面
を
利
用
す
る
場
合
は
側
面
及
び
後
面
の
み
と
し
､
表
示
面
積
は
､
そ
れ

ぞ
れ
の
窓
面
面
積
の
30パ
ー
セ
ン
ト
以
内
と
す
る
こ
と
｡

�
広
告
物
の
色
彩
､
意
匠
等
は
､
良
好
な
景
観
の
形
成
に
配
慮
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
｡

�
広
告
物
の
表
示
の
方
法
は
､
電
光
表
示
装
置
等
を
用
い
て
映
像
を
映
し
出
す
こ
と
等
に

に

よ
り
､
運
転
者
の
注
意
力
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
｡

�
広
告
物
の
材
質
は
､
発
光
､
蛍
光
そ
の
他
の
反
射
効
果
に
よ
り
､
運
転
者
を
幻
惑
さ
せ

る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
な
い
こ
と
｡

２
定
期
路
線
バ
ス
の
外
面
を
利
用
し
､
広
告
板
を
用
い
て
表
示
す
る
広
告
物
の
表
示
面
積
は

､
１
台
に
つ
き
､
側
面
に
あ
っ
て
は
左
右
そ
れ
ぞ
れ
５
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
､
後
面
に
あ
っ

て
は
0.5平

方
メ
ー
ト
ル
以
内
と
す
る
こ
と
｡

｣

改
め
る
。

様
式
第
一
号
の

(

第
一
紙)

の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
個
人
が
申
請
す
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
｡

様
式
第
一
号
の
別
添
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
工
事
完
了
後
の
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
写
真
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
｡

２
個
人
が
届
け
出
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
｡

様
式
第
三
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

｢
(一
級
建
築
士
・
二
級
建
築
士
・
屋
外
広
告
士
)
｣
は
､
堅
固
な
広
告
物
等
の
場
合
の

み
該
当
す
る
資
格
を
○
で
囲
む
こ
と
｡

２
個
人
が
報
告
す
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

様
式
第
五
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
堅
固
な
広
告
物
等
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
､
※
印
の
あ
る
欄
の
該
当
す
る
資
格
を
○
で
囲

む
こ
と
｡

ま
た
､
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
個
人
が
届
け
出
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

様
式
第
六
号
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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注
個
人
が
届
け
出
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡

様
式
第
七
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
堅
固
な
広
告
物
等
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
､
※
印
の
あ
る
欄
の
該
当
す
る
資
格
を
○
で
囲

む
こ
と
｡

ま
た
､
そ
の
資
格
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
個
人
が
届
け
出
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

様
式
第
七
号
の
三
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
※
の
あ
る
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
｡

２
個
人
が
申
し
出
る
(受
領
す
る
)
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

様
式
第
九
号
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１
広
告
景
観
協
定
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
個
人
が
申
請
す
る
場
合
は
､
氏
名
を
自
署
す
る
こ
と
に
よ
り
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が

で
き
る
｡

様
式
第
十
号
の

(

表)

の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

３
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

様
式
第
十
一
号
中

｢福
岡
県

土
木
事
務
所
長
｣

を

｢福
岡
県

長
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中

｢

昭
和｣

を
削
る
。

様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
十
五
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

� � � � �����������	 
�	 ����� ����



� � � � �����������	 
�	 ����� ��� �

���	
���������



� � � � �����������	 
�	 ����� ����



� � � � �����������	 
�	 ����� ��� �

���	
����������



� � � � �����������	 
�	 ����� ����

���	
���������



� � � � �����������	 
�	 ����� ��� �

���	
����������



� � � � �����������	 
�	 ����� ����

���	
�����������



様
式
第
十
六
号
の
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
五
項
の
改
正
規
定

及
び
別
表
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
な
お
、
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
十
五
号

福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

福
岡
県
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
七
十

七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
の
表
一
の
項
中

｢

第
七
十
八
条
各
号｣

を

｢

第
二
十
三
条
各
号｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
十
六
号

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則

(

昭
和
三

十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中

｢

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項

に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員

(

以
下

｢

再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員｣

と
い
う
。)

｣

を

｢

短
時
間
勤
務
職
員

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る

法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
同
法
第
十
七

条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
一
中

｢

を

｣

� � � � �����������	 
�	 ����� ��� ��

級２

額月料給

円
171,200
172,700
174,200
175,700

177,100
178,600
180,100
181,600

183,100
184,400
185,700
187,000

188,400
189,600
190,800
192,000

級１

額月料給

円
120,200
121,100
122,000
122,900

123,900
124,900
125,900
126,900

127,700
128,700
129,700
130,700

131,500
132,500
133,500
134,500

193,300
194,600
195,900
197,200

198,300
199,600
200,900
202,200

203,600
204,900
206,200
207,500

208,800
210,100
211,400
212,700

213,800
215,200
216,600
218,000

219,200
220,500
221,800
223,100

135,600
136,800
138,000
139,200

140,300
141,500
142,700
143,900

145,100
146,600
148,100
149,600

151,000
152,500
154,000
155,500

157,000
158,800
160,600
162,400

164,200
165,900
167,600
169,300

224,200
225,400
226,600
227,800

229,000
230,200
231,400
232,600

233,800
235,000
236,200
237,400

238,600
239,600
240,600
241,600

242,700
243,700
244,700
245,700

246,700
247,600
248,500

170,900
172,300
173,700
175,100

176,600
178,000
179,400
180,800

182,100
183,300
184,500
185,700

186,800
187,900
189,000
190,100

191,200
192,300
193,400
194,500

195,600
196,600
197,600

249,400

250,400
251,200
252,000
252,800

253,600
254,200
254,800
255,400

255,900
256,400
256,900
257,400

198,600

199,400
200,300
201,200
202,100

203,000
203,700
204,400
205,100

205,900
206,700
207,500
208,300

級２

額月料給

円
172,600
174,100
175,600
177,100

178,500

級１

額月料給

円
121,600
122,500
123,500
124,400

125,400



に
改
め
る
。

｣

別
表
第
一
の
備
考
中

｢再
任
用
職
員
の
う
ち
､
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
｣

を

｢短
時
間
勤
務
職
員

｣

に
、

｢再
任
用
職
員
の
項
の
額
に
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
｣

を

｢当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級

に
応
じ
た
再
任
用
職
員
の
項
の
額
又
は
当
該
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
及
び
当
該
職
員
の
受
け
る
号
給

に
対
応
す
る
額
に
そ
の
者
｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

� � � � �����������	 
�	 ����� �����

180,000
181,500
183,000

184,500
185,700
187,000
188,300

189,700
190,800
192,000
193,200

194,400
195,600
196,700
197,800

198,800
200,000
201,200
202,400

203,600
204,900
206,200
207,500

126,400
127,400
128,400

129,200
130,200
131,200
132,300

133,100
134,100
135,100
136,100

137,200
138,400
139,600
140,800

141,900
143,100
144,300
145,500

146,700
148,200
149,700
151,200

208,800
210,100
211,400
212,700

213,800
215,200
216,600
218,000

219,200
220,500
221,800
223,100

224,200
225,400
226,600
227,800

229,000
230,200
231,400
232,600

233,800
235,000

152,600
154,100
155,600
157,100

158,600
160,400
162,200
164,000

165,800
167,500
169,200
170,900

172,500
173,900
175,300
176,700

178,200
179,600
181,000
182,400

183,700
184,900

236,200
237,400

238,600
239,600
240,600
241,600

242,700
243,700
244,700
245,700

246,700
247,600
248,500
249,400

250,400
251,200
252,000
252,800

253,600
254,200
254,800
255,400

186,100
187,300

188,400
189,500
190,600
191,700

192,800
193,900
195,000
196,100

197,200
198,100
199,000
199,900

200,600
201,400
202,200
203,000

203,800
204,400
205,000
205,600

255,900
256,400
256,900
257,400

206,300
207,000
207,700
208,500

別表第３ (第３条関係)

初任給基準表

職種 学歴免許等 初任給 職種 学歴免許等 初任給 職種 学歴免許等 初任給

自動車運転士 中学卒 １級９号給 道路技術員 中学卒 １級９号給 衛生用務員 中学卒 １級１号給

電話交換手 中学卒 １級９号給
動物愛護管理
技術員

中学卒 １級９号給 用務員 中学卒 １級１号給

監視 中学卒 １級９号給 工手 中学卒 １級９号給

河川監視 中学卒 １級９号給 農業技術員 中学卒 １級９号給

土木工手 中学卒 １級９号給 林業手 中学卒 １級９号給

備考
１ この表は､ 職種の欄の区分及び学歴免許等の欄の区分に応じて適用する｡
２ 新たに職員となつた者のうち学歴免許等の欄に掲げる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数を有する者の初任給は､
任用の事情等を考慮して知事が別に定める場合を除き､ 備考１の規定による号給の号数に､ 当該経験年数の月数を12月 (10年を
超える経験年数 (職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間の経験年数を除く｡ ) の月数にあつては
18月) で除して得た数 (１に満たない端数は､ 切り捨てる｡ ) に４を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とする｡
３ 備考１及び２に規定するもののほか､ 経験年数の換算､ 修学年数の調整その他初任給､ 昇給等の取扱いについては､ 福岡県職
員の給与に関する条例 (昭和32年福岡県条例第41号) の適用を受ける職員の例による｡



附

則

(
施
行
期
日
等)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正
規
定

(

同

表
の
備
考
の
改
正
規
定
を
除
く
。)

は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す

る
条
例
の
施
行
規
則

(
以
下

｢

改
正
後
の
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
一
の
規
定

(

同
表
の
備
考
の

規
定
を
除
く
。)

は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

(

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

３

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
九
年
福
岡
県
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
五
項
中

｢

福
岡
県
立
水
産
高
等
学
校｣
を

｢

教
育
委
員
会

(

県
立
の
教
育
機
関
を
含
む
。

)
｣

に
改
め
、

｢

職
員
の
う
ち
、｣

の
下
に

｢

ボ
イ
ラ
ー
技
士
、
農
業
手
及
び｣

を
加
え
る
。

４

単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

(

平
成
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
一
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

受
け
て
い
た
給
料
月
額｣

の
下
に

｢
(

短
時
間
勤
務
職
員

(

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
及
び
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

(

平
成
三
年
法
律
第
百
十
号)

第

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
又
は
同
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し

て
い
る
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
相
当
す
る
額
に
、
そ
の
者
に
つ
い

て
定
め
ら
れ
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
を
四
十
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

(
そ

の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額)

)
｣

を
加
え
る
。

附
則
第
六
項
中

｢

地
方
公
務
員
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号)

第
二
十
八
条
の
五

第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員｣

を

｢

短
時
間
勤
務
職
員｣

に
改
め
る
。

(

給
与
の
内
払)

５

改
正
後
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る

職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
の
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与

は
、
改
正
後
の
規
則
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項)

６

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
る
。

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公

布
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
七
十
七
号

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中

｢

よ
り
旅
費
請
求
書
を
提
出
す
る
場
合
は｣

を

｢

よ
る
旅
費
請
求
書
及
び
当
該
旅

費
請
求
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
の
提
出
は｣

に
改
め
、

｢

以
下
同
じ
。｣

を
削
り
、
同
項
に
後
段
と
し

て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
旅
費
請
求
書
の
提
出
は
、
当
該
請
求
に
係
る
電
磁
的
記
録

(

電
子
的
方
式

、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録

で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。)

が
支
出
命
令
者
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
時
に
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す

。第
六
条
中
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
三
項
と
し
、
第
六
項
を
第
四
項
と
し
、
第
七

項
を
第
五
項
と
す
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(
旅
行
雑
費)

第
十
四
条

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
電
信
、
電
話
、
郵
便
等
の

通
信
又
は
資
料
の
複
写
の
費
用

(

以
下

｢

通
信
連
絡
費｣

と
い
う
。)

と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
規

則
で
定
め
る
実
費
に
相
当
す
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額

と
す
る
。

一

県
内
の
み
を
旅
行
し
た
日

当
日
に
要
し
た
通
信
連
絡
費
の
実
費
相
当
額

� � � � �����������	 
�	 ����� ��� ��



、1,
1,
1,
1,

二

県
外
を
旅
行
し
、
か
つ
、
県
外
の
同
一
地
域

(

第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

地
域
区
分
に
よ
る
同
一
の
地
域
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

内
の
鉄
道
賃
、
船
賃
及
び
車
賃

(

そ
れ

ぞ
れ
公
務
上
の
必
要
又
は
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
要
し
た
も
の
に
限
る
。
以
下

｢

県
外
同
一
地
域
内
交
通
費｣

と
い
う
。)

の
合
計
額
が
条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
額
を

超
え
た
日

同
項
に
規
定
す
る
額
を
当
日
に
要
し
た
通
信
連
絡
費
の
実
費
相
当
額
に
加
算
し
た
額

三

県
外
を
旅
行
し
た
日

(

前
号
に
規
定
す
る
日
を
除
く
。)

当
日
に
要
し
た
県
外
同
一
地
域
内

交
通
費
の
合
計
額
を
当
日
に
要
し
た
通
信
連
絡
費
の
実
費
相
当
額
に
加
算
し
た
額

(

そ
の
額
が
条

例
第
十
九
条
第
一
項
に
定
め
る
額
を
超
え
な
い
場
合
は
、
同
項
に
定
め
る
額)

第
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
条

削
除

第
二
十
一
条
の
見
出
し
を

｢
(

外
国
旅
行
の
旅
費)

｣

に
改
め
、
同
条
中

｢

条
例
第
三
十
条
の
規
定

に
よ
り
、
国
家
公
務
員
の
職
務
の
級
に
相
当
す
る
職
員
の｣

を

｢

条
例
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る

規
則
で
定
め
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
三
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
額
は
、
当
該
旅
行
期
間
に
係
る
次
の
各
号
に

掲
げ
る
費
用
の
実
費
額

(

知
事
が
別
に
限
度
額
を
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
範
囲
内
の
額)

と
す
る
。

一

空
港
に
お
け
る
旅
客
サ
ー
ビ
ス
施
設
使
用
料

二

旅
行
保
険
料

三

ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
及
び
携
帯
電
話
の
賃
借
料

付
則
第
三
項
中

｢

掲
げ
る
特
別
職
の
職
員
及
び
教
育
長｣

の
下
に

｢
(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

特

別
職
員｣

と
い
う
。)

｣

を
、

｢

随
行
す
る
旅
行｣

の
下
に

｢

及
び
旅
行
依
頼
に
よ
る
職
員
以
外
の
者

の
旅
行
で
あ
つ
て
、
特
別
職
員
の
旅
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
知
事
の
承
認
を
得
た
も

の｣

を
加
え
る
。

別
表
第
一
中

｢

朝
倉
市｣

を

｢

朝
倉
市

み
や
ま
市｣

に
改
め
、

｢

山
門
郡

三
池
郡｣

及
び

｢

佐

賀
郡｣

を
削
り
、
同
表
備
考
中

｢

平
成
十
八
年
四
月
一
日｣

を

｢

平
成
二
十
年
一
月
一
日｣

に
改
め
る

。
別
表
第
二
中

｢

条
例
第
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
旅
行
雑
費｣

を

｢

条
例
第
十
九
条
第
二
項
に
規

定
す
る
旅
行
雑
費

(

県
内
の
み
を
旅
行
し
た
日
に
あ
つ
て
は
、
二
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
限
る
。)

｣

に
、

｢

通
信
連
絡
費
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
領
収
書｣

を

｢

通
信
連
絡
費
の
支
払
を
証
明
す
る

に
足
る
書
類｣

に
、

｢

同
一
地
域
内
交
通
費｣

を

｢

県
外
同
一
地
域
内
交
通
費｣

に
改
め
、
同
表
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
四
医
療
職
給
料
表
(一)
の
職
務
の
級
の
欄
中

｢

又
は
科
長｣

を
削
り
、
同
表
国
家
公
務
員
の
職

務
の
級
の
欄
中

｢

二
級
以
下｣

を

｢

一
級｣

に
、

｢

三
級｣

を

｢

二
級｣

に
、

｢

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
、

｢

五
級｣

を

｢

四
級｣

に
、

｢

六
級｣

を

｢

五
級｣

に
、

｢

七
級｣

を

｢

六
級｣

に
、

｢

八
級｣

を

｢

七
級｣

に
、

｢

九
級｣

を

｢

八
級｣

に
改
め
、
同
表
中

別
表
第
五
国
家
公
務
員
の
職
務
の
級
の
欄
中

｢

二
級
以
下｣

を

｢

一
級｣

に
、

｢

三
級｣

を

｢

二
級

｣

に
、

｢

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
、

｢

五
級｣

を

｢

四
級｣

に
、

｢

六
級｣

を

｢

五
級｣

に
、

｢

七
級

｣

を

｢

六
級｣

に
、

｢

八
級｣

を

｢

七
級｣

に
、

｢

九
級｣

を

｢

八
級｣

に
改
め
、
同
表
中

別
表
第
六
国
家
公
務
員
の
職
務
の
級
の
欄
中

｢

四
級｣

を

｢

三
級｣

に
、

｢

五
級｣

を

｢

四
級｣

に

、

｢

六
級｣

を

｢

五
級｣

に
、

｢

七
級｣

を

｢

六
級｣

に
、

｢

八
級｣

を

｢

七
級｣

に
、

｢

九
級｣

を

｢

八
級｣

に
、

｢

十
級｣

を

｢

九
級｣

に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
及
び
様
式
第
五
号
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
氏
名
欄
は
､
記
名
押
印
に
代
え
て
署
名
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

附

則
(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
改
正
規
定
は
、
平

成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
福
岡
県
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

� � � � �����������	 
�	 ����� �����

第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
外
国
旅
行
の
旅
行

雑
費

そ
の
支
払
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類

｢
｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

十
級

十
級

十
級

九
級

｢

十
級

十
級

｢

を

に
改
め
る
。

｣
｣

十
級

九
級



以
後
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
な
お
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
繕
っ
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
企
業
管
理
者

山

田

修

嗣

福
岡
県
企
業
局
管
理
規
程
第
六
号

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
企
業
局

管
理
規
程
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
表
第
一
中

｢

を

｣

� � � � �����������	 
�	 ����� ��� ��

企

業

局

級３

額月料給

円
221,100
223,000
224,900
226,800

228,600
230,600
232,600
234,600

236,600
238,600
240,600
242,600

244,600
246,600
248,600
250,600

級２

額月料給

円
183,800
185,600
187,400
189,200

190,800
192,600
194,400
196,200

198,000
199,800
201,600
203,400

205,000
206,900
208,800
210,700

級１

額月料給

円
134,000
135,100
136,200
137,300

138,400
139,500
140,600
141,700

142,800
144,100
145,400
146,700

148,000
149,500
151,000
152,500

252,600
254,600
256,600
258,600

260,500
262,400
264,300
266,200

268,200
270,100
272,000
273,900

275,800
277,700
279,600
281,500

283,200
285,100
287,000
288,900

290,600
292,400
294,200
296,000

212,600
214,600
216,600
218,600

220,400
222,400
224,400
226,400

228,300
230,200
232,100
234,000

235,700
237,300
238,900
240,500

242,100
243,700
245,300
246,900

248,400
250,000
251,600
253,200

153,800
155,300
156,800
158,300

159,700
162,300
164,900
167,500

170,200
171,900
173,600
175,300

176,800
178,600
180,400
182,200

183,800
185,300
186,800
188,300

189,600
190,900
192,200
193,500

297,900
299,600
301,300
303,000

304,700
306,400
308,100
309,800

311,300
312,900
314,500
316,100

317,800
319,400
321,000
322,600

324,100
325,300
326,500
327,700

328,800
329,800
330,800

254,600
256,000
257,400
258,800

260,100
261,500
262,900
264,300

265,600
266,900
268,200
269,500

270,600
271,900
273,200
274,500

275,700
276,800
277,900
279,000

280,200
281,200
282,200

194,900
196,200
197,500
198,800

200,000
201,300
202,600
203,900

205,100
206,300
207,500
208,700

210,000
211,100
212,200
213,300

214,400
215,500
216,600
217,700

218,800
219,900
221,000

331,800

332,700
333,500
334,300
335,100

283,200

284,200
285,100
286,000
286,900

222,100

223,000
224,100
225,200
226,300

級３

額月料給

円
222,900
224,800
226,700
228,500

230,200
232,100
234,000
235,800

237,700
239,600
241,500
243,400

245,300

級２

額月料給

円
185,800
187,600
189,400
191,200

192,800
194,600
196,400
198,200

200,000
201,800
203,600
205,400

207,000

級１

額月料給

円
135,600
136,700
137,900
139,000

140,100
141,200
142,300
143,400

144,500
145,900
147,200
148,500

149,800

247,200
249,000
250,800

252,600
254,600
256,600
258,600

260,500
262,400
264,300
266,200

268,200
270,100
272,000
273,900

275,800
277,700
279,600
281,500

283,200
285,100
287,000
288,900

208,900
210,800
212,700

214,600
216,500
218,400
220,300

222,000
223,900
225,800
227,700

229,500
231,300
233,100
234,900

236,500
238,000
239,500
241,000

242,500
244,000
245,500
247,100

151,300
152,800
154,400

155,700
157,200
158,700
160,200

161,600
164,300
166,900
169,500

172,200
173,900
175,600
177,300

178,800
180,600
182,400
184,200

185,800
187,300
188,800
190,300



に
改
め
る
。

｣

｢

別
表
第
二
中

｢

を

｣

に
改
め
る
。

｣別
表
第
二
の
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考

こ
の
表
は
、
自
動
車
運
転
士
の
職
務
に
従
事
す
る
技
能
員
及
び
主
任
技
能
員
に
適
用
す
る
。

附

則

(

施
行
期
日
等)

� � � � �����������	 
�	 ����� �����

290,600
292,400
294,200
296,000

297,900
299,600
301,300
303,000

304,700
306,400
308,100
309,800

311,300
312,900
314,500
316,100

317,800
319,400
321,000
322,600

324,100
325,300
326,500
327,700

248,400
250,000
251,600
253,200

254,600
256,000
257,400
258,800

260,100
261,500
262,900
264,300

265,600
266,900
268,200
269,500

270,600
271,900
273,200
274,500

275,700
276,800
277,900
279,000

191,600
192,900
194,200
195,500

196,900
198,200
199,500
200,800

202,000
203,300
204,600
205,900

207,100
208,200
209,300
210,400

211,600
212,600
213,600
214,600

215,600
216,600
217,600
218,600

328,800
329,800
330,800
331,800

332,700
333,500
334,300
335,100

280,200
281,200
282,200
283,200

284,200
285,100
286,000
286,900

219,600
220,600
221,600
222,600

223,400
224,400
225,400
226,500

級２

額月料給

円
171,200
172,700
174,200
175,700

177,100
178,600
180,100
181,600

183,100
184,400
185,700
187,000

188,400
189,600
190,800
192,000

級１

額月料給

円
120,200
121,100
122,000
122,900

123,900
124,900
125,900
126,900

127,700
128,700
129,700
130,700

131,500
132,500
133,500
134,500

193,300
194,600
195,900
197,200

198,300
199,600
200,900
202,200

203,600
204,900
206,200
207,500

208,800
210,100
211,400
212,700

213,800
215,200
216,600
218,000

219,200
220,500
221,800
223,100

135,600
136,800
138,000
139,200

140,300
141,500
142,700
143,900

145,100
146,600
148,100
149,600

151,000
152,500
154,000
155,500

157,000
158,800
160,600
162,400

164,200
165,900
167,600
169,300

224,200
225,400
226,600
227,800

229,000
230,200
231,400
232,600

233,800
235,000
236,200
237,400

238,600
239,600
240,600
241,600

242,700
243,700
244,700
245,700

246,700
247,600
248,500

170,900
172,300
173,700
175,100

176,600
178,000
179,400
180,800

182,100
183,300
184,500
185,700

186,800
187,900
189,000
190,100

191,200
192,300
193,400
194,500

195,600
196,600
197,600

249,400

250,400
251,200
252,000
252,800

253,600
254,200
254,800
255,400

255,900
256,400
256,900
257,400

198,600

199,400
200,300
201,200
202,100

203,000
203,700
204,400
205,100

205,900
206,700
207,500
208,300

級２

額月料給

円
172,600
174,100
175,600
177,100

178,500

級１

額月料給

円
121,600
122,500
123,500
124,400

125,400

180,000
181,500
183,000

184,500
185,700
187,000
188,300

189,700
190,800
192,000
193,200

194,400
195,600
196,700
197,800

198,800
200,000
201,200
202,400

203,600
204,900
206,200
207,500

126,400
127,400
128,400

129,200
130,200
131,200
132,300

133,100
134,100
135,100
136,100

137,200
138,400
139,600
140,800

141,900
143,100
144,300
145,500

146,700
148,200
149,700
151,200

208,800
210,100
211,400
212,700

213,800
215,200
216,600
218,000

219,200
220,500
221,800
223,100

224,200
225,400
226,600
227,800

229,000
230,200
231,400
232,600

233,800
235,000
236,200
237,400

152,600
154,100
155,600
157,100

158,600
160,400
162,200
164,000

165,800
167,500
169,200
170,900

172,500
173,900
175,300
176,700

178,200
179,600
181,000
182,400

183,700
184,900
186,100
187,300

238,600
239,600
240,600
241,600

242,700
243,700
244,700
245,700

246,700
247,600
248,500
249,400

250,400
251,200
252,000
252,800

253,600
254,200
254,800
255,400

255,900
256,400
256,900

188,400
189,500
190,600
191,700

192,800
193,900
195,000
196,100

197,200
198,100
199,000
199,900

200,600
201,400
202,200
203,000

203,800
204,400
205,000
205,600

206,300
207,000
207,700

257,400208,500



１

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の

給
与
に
関
す
る
規
程

(

以
下

｢

改
正
後
の
規
程｣

と
い
う
。)

の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

(

給
与
の
内
払)

２

職
員
が
改
正
前
の
福
岡
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
に
基
づ
き
平

成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
支
給
を
受
け
た
給
与
は
、
改

正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

(

こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項)

３

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
福
岡
県
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
二
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
一
号)

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に

よ
る
。

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
六
十
七
号

公
職
の
候
補
者
等
が
使
用
し
得
る
演
説
会
施
設
の
指
定

(

昭
和
五
十
三
年
一
月
十
二
日
福
岡
県
選
挙

管
理
委
員
会
告
示
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日

福
岡
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

田

辺

俊

明

指
定
し
た
施
設
の
表
宗
像
市
の
項
中

｢

を
｣

｢
に

｣

改
め
る
。

� � � � �����������	 
�	 ����� ��� ��

選
挙
管
理
委
員
会

大
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

〃

大
島
一
七
六
五
番
地

大
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー

〃

大
島
一
七
六
五
番
地

宗
像
自
治
会
館

〃

東
郷
五
丁
目
五－

三

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
日
の
里
会
館

〃

日
の
里
一
丁
目
一
六

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
自
由
ヶ
丘
会
館

〃

自
由
ヶ
丘
三
丁
目
一
二－

一
一

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
南
郷
会
館

〃

野
坂
二
一
一
九－

五

農
村
女
性
の
家

〃

吉
留
三
五
一
九－

一

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
赤
間
西
会
館

〃

三
郎
丸
五
丁
目
二
番
二
四
号

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
赤
間
会
館

〃

赤
間
二
丁
目
三
番
一
号

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
東
郷
会
館

〃

田
熊
一
二
四
二－

八

市
民
活
動
交
流
館

(

メ
イ
ト
ム
宗
像)

〃

久
原
一
八
〇

保
健
福
祉
会
館

(

ゆ
う
ゆ
う
ぷ
ら
ざ)

〃

神
湊
一
一
八－

四


